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二
〇
〇
五
年

日
本
共
産
党
南
知
多
町
委
員
会

困
り
ご
と
の
ご
相
談
は

四
月
一
〇
日

連
絡
先

町
会
議
員

渡
辺
和
男

渡
辺
和
男
（
６
３
）
０
３
０
６

第
一
九
一
号

（
６
３
）
０
３
０
６

木
村
清
美
（
６
２
）
１
２
２
０

み
な
み
ち
た

読
者
ニ
ュ
ー
ス

森
下
町
長
は
、
美
浜
町
と
の
合
併
が
大
差
で
否
決
さ
れ
た
あ

と
、
記
者
会
見
で
「
行
革
が
や
り
や
す
く
な
る

「
ツ
ケ
が
回
り

」

」

、

。

ま
す
よ

と

常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
発
言
を
し
て
い
ま
す

第
４
次
南
知
多
町
行
政
改
革
大
綱
は
、
昨
年
八
月
町
行
政
改

革
推
進
委
員
会
に
諮
問
、
九
月
末
に
答
申
を
得
て
一
〇
月
一
三

日
に
、
平
成
一
六
年
度
か
ら
二
〇
年
度
ま
で
の
五
年
間
の
計
画

と
し
て
い
ま
す
。

主
な
内
容
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
切
り
下
げ
と
住
民
負
担
を

増
や
す
計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。
改
め
て
紹
介
し
ま
す
。

一
、
行
財
政
運
営
の
簡
素
効
率
化

（
１
）
事
務
事
業
の
整
理
合
理
化

＝

篠
島
・
日
間
賀
島
支

所
の
廃
止

＝

一
七
年
度
よ
り
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に

移
行
す
る

【
四
月
か
ら
実
施
済
み
】

。

（
２
）
民
間
委
託
等
の
推
進

＝

公
共
施
設
管
理
の
民
間
委

託

＝

一
八
年
度
よ
り
実
施
す
る

（
３
）
補
助
金
の
整
理
合
理
化

＝

町
補
助
金
の
見
直
し

＝

一
六
年
度
を
基
準
に
し
て
一
七
～
二
〇
年
度
ま
で
毎

年
５
％
削
減
（
総
計
二
〇
％
削
減
）

（
４
）
受
益
と
負
担
の
適
正
化

①
公
共
事
業
等
（
一
般
土
木
事
業
）
の
受
益
者
負
担

＝

一
九
年
度
よ
り
実
施

②
ゴ
ミ
処
理
の
有
料
化
・
減
量
化
を
図
る

＝

一
八
年
度

よ
り
実
施

③
公
共
料
金
（
使
用
料
・
手
数
料
・
占
用
料
）
の
適
正
化

＝

一
八
年
度
よ
り
実
施

（
５
）
自
主
財
源
の
確
保

①
町
有
財
産
の
有
効
利
用
と
処
分

＝
一
六
年
度
よ
り
開
始

②
町
税
等
の
収
納
率
向
上

＝

一
六
年
度
よ
り
夜
間
・
休

日
徴
収
の
実
施

＝

一
八
年
度
よ
り
納
税
証
明
書
の
添

付
義
務
化

③
入
湯
税
の
施
設
等
の
見
直
し

＝

一
八
年
度
よ
り
見
直

し
後
の
施
設
等
に
課
税

④
新
税
の
導
入

＝

新
町
税
の
導
入
を
研
究
す
る

（
６
）
公
共
施
設
等
の
適
正
配
置

①
保
育
所
の
統
廃
合

＝

一
七
年
度
よ
り
山
海
を
内
海
保

育
所
へ
、
豊
浦
を
か
る
も
保
育
所
へ
統
廃
合
【
四
月
よ
り

実
施
済
み
】

②
小
中
学
校
の
統
廃
合
と
有
効
活
用

＝

一
六
年
度
に
基

本
計
画
策
定

＝

一
八
年
度
よ
り
実
施

二
、
推
進
計
画
（
町
民
と
の
協
働
に
よ
る
行
政
運
営
）

（
１
）
住
民
協
働
の
推
進

＝

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度

の
一
八
年
度
試
験
導
入

（
２
）
男
女
共
同
参
画
の
推
進

＝

一
七
年
度
推
進
計
画
の

作
成

＝

一
八
年
度
推
進
計
画
の
実
践

（
３
）
町
民
、
民
間
事
業
者
、
公
共
団
体
、
行
政
の
役
割
分
担

の
推
進

①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働

＝

Ｅ
Ｍ
活
性
液
の
製
造
及
び
河
川

投
入
を
一
七
年
度
よ
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
委
託

②
職
員
の
意
識
改
革
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働

＝

ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
研
修
と
把
握

＝

一
八
年
度
よ
り
実
践

③
自
主
防
災
組
織
の
設
立
支
援
と
育
成
、
組
織
の
研
修

三
、
推
進
計
画
（
行
政
体
制
の
整
備
と
基
盤
の
強
化
）

（
１
）
組
織
・
機
構
の
活
性
化
と
再
編
成

＝

庁
内
組
織
の

再
編
成

＝

随
時
検
討
す
る

２

定
員
管
理
の
適
正
化

＝

職
員
定
数
の
適
正
管
理

２

（

）

（

０
人
削
減
）

＝

一
六
～
二
〇
年
度
退
職
予
定
者
２
９

人
、
採
用
予
定
９
人

（
３
）
職
員
の
資
質
向
上
と
能
力
開
発

＝

研
修
制
度
の
充

実

（
４
）
広
域
行
政
の
推
進

＝

広
域
行
政
の
推
進
を
図
る

＝

美
浜
町
と
の
合
併
協
議
を
す
す
め
る
【
合
併
否
決
】

議
会
改
革
に
関
す
る
申
し
入
れ

渡
辺
和
男
議
員
は
、
４
月
８
日
、
内
田
浩
議
長
に
議
会
改
革

に
関
す
る
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

南
知
多
町
議
会
は
、
定
数
一
二
名
と
し
た
議
会
と
し
て
、
住

民
の
付
託
に
応
え
う
る
議
会
運
営
を
構
築
す
る
責
任
が
あ
る
。

記

１
．
２
常
任
委
員
会
（
各
６
名
）
と
す
る

①
総
務
常
任
委
員
会
と
建
設
経
済
常
任
委
員
会
を
１
つ
に

し
、
総
務
・
建
設
委
員
会
に
。

②
文
教
厚
生
常
任
委
員
会

２
．
議
員
の
議
会
等
へ
の
出
席
日
数
が
少
な
い
と
い
う
批
判
に

応
え
る
た
め
に
も
、
議
会
・
常
任
委
員
会
の
審
議
に
は
十
分

な
審
議
時
間
を
保
障
す
る
こ
と
。

３
．
常
任
委
員
会
は
、
本
会
議
と
同
じ
く
公
開
と
す
る
。

４
．
報
酬
に
つ
い
て

①
委
員
長
加
算
一
万
円
は
廃
止
す
る

②
町
行
政
委
員
会
の
委
員
報
酬
は
、
議
会
当
て
職
で
あ
り
、

支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
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